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　月１日において６５歳未満の方は給与所得以外）
　の市町村民税・道府県民税の納税方法

差引損失額のうち災害関連支出の金額
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セルフメディケーション税制を選択する場合には、｢医療費控除｣欄の

｢区分｣の□に｢１｣と記入してください。
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非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金につ
いては、上欄に記入せず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出してください。
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勤 務 先 名

事業所番号

従事
月数

収 入 合 計 額

1

　右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。
　右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。

30歳未満又は70歳以上

留学 障害者

38万円以上の支払


